
不妊治療費助成制度

砺波市では、体外受精等の特定不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担を軽減するため、

治療費の一部を助成します。

＜対象となる方＞

次の要件を全て満たす方

・ 県の指定医療機関において体外受精または顕微授精の治療を受けたご夫婦（事実婚を含む）

・ ご夫婦の両方又はいずれかが市内に住所を有し、かつ１年以上居住している又は１年以上居

住見込みのご夫婦（治療終了日及び申請受付日に市内に住所を有する方）

・ ご夫婦及び同一世帯家族に市税等の滞納がないこと

・ 県の不妊治療費助成の決定を受けたご夫婦

・ 妻の年齢が４３歳未満

（ただし、妻の年齢が４０歳～４２歳で以前不妊治療助成を受けたことがあるご夫婦に

ついては対象とならない場合があります。下の表をご参照ください）

＜助成する金額＞

助成金額は、１回の治療費から県助成額を差し引いた金額のうち15万円を上限とする金額です。

助成回数は妻の年齢※により決まります。

助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。

（妊娠１２週以降に死産に至った場合も同様）

※年齢は、助成を受けようとする治療（今回の治療にかかる申請該当分）の開始日における年齢です。

助 成 内 容

治療開始日の妻の年齢 助成回数

４０歳未満の方

○通算の助成回数：制限なし

（４０歳に達するまで）

○年間の助成回数

通算６回目まで：制限なし

通算７回目の申請年度から：年４回まで

４０歳～４２歳の方

ア）４０歳未満で初めて助成を受けた方

○通算の助成回数：６回まで

○令和２年度末までに、すでに６回以上の助成を受けている場合は、助成の対象とはなりません。

イ）４０歳以上で初めて助成を受けた方

○通算の助成回数：３回まで

○令和２年度末までに、すでに３回以上の助成を受けている場合は、助成の対象とはなりません。

４３歳以上の方
助成の対象となりません。

※新型コロナウイルスの影響により治療が遅れる場合は健康センターまでご相談ください。

＜お問い合わせ先＞

砺波市健康センター（市立砺波総合病院北棟２階）

砺波市新富町１－６１ Tel ３２－７０６２ Fax ３２－７０５９

裏面もご覧ください



＜申請に必要なもの＞

１ 砺波市不妊治療費助成金交付申請書（申請時、窓口でご記入いただけます）

２ 富山県不妊治療費助成決定通知書

３ 富山県不妊治療費助成事業受診証明書の写し

４ 指定医療機関発行の領収書の写し

５ 戸籍謄本（ご夫婦のいずれか一方が市外に居住している場合または、ご夫婦が市内において別世

帯で居住している場合）

６ 認印（ご夫婦別のもの）

７ 助成金の振込先口座がわかるもの（通帳等）

８ 市税等納付（納入）状況確認承諾書（申請時、窓口でご記入いただきます）

９ 前住所地での納税証明書（ご夫婦とその同一世帯家族のうち、申請する年の１月１日現在におい

て市内に住所がない方のもの）

１０ 事実婚の場合は、ご夫婦それぞれの戸籍謄本、住民票（同世帯の場合）、申立書（県と同様）

通算7回目を申請する年度以降について（妻の年齢：４０歳未満の方）

年間の助成回数：年４回まで

年４回目の申請に必要な追加書類：①富山県不妊治療費助成事業受診証明書

②年度内に受けた県の不妊治療費助成決定通知書３回分

【男性不妊治療費助成について】

特定不妊治療の一環として精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合、特定不妊治療費

助成金のほか、１回につき15万円を上限に助成します。

※特定不妊治療同様、県の助成決定を受けた場合に助成します。

＜申請に必要なもの＞

１ 砺波市不妊治療費助成金交付申請書（特定不妊治療にかねて申請することができます）

２ 富山県特定不妊治療費助成決定通知書

３ 富山県男性不妊治療費助成事業受診証明書の写し

４ 指定医療機関発行の領収書の写し

５ 戸籍謄本（ご夫婦のいずれか一方が市外に居住している場合または、ご夫婦が市内において別世

帯で居住している場合）

６ 認印（ご夫婦別のもの）

７ 助成金の振込先口座がわかるもの（通帳等）

８ 市税等納付（納入）状況確認承諾書（特定不妊治療にかねて申請する場合は不要です）

９ 前住所地での納税証明書（ご夫婦とその同一世帯家族のうち、申請する年の１月１日現在におい

て市内に住所がない方のもの）

＜申請及び支給＞

治療が終了し、県の不妊治療費助成決定通知書が交付されたら、市の不妊治療費助成金交付申請書

に必要事項を記入し、必要書類を添えて砺波市健康センターへ提出してください。なお、助成は年度

※単位で行ないますので、治療が終了した日の属する年度内に申請してください。また、不妊治療費

助成金は医療費控除の際に差し引かれるため、確定申告前に申請をお願いします。

申請後は、書類審査の上、決定通知をお送りします。

※年度とは、毎年４月1日～３月31日の期間をいいます。

※転入後に助成を受け、居住１年未満で転出される場合、助成金の返還を求める場合があります。

＜指定医療機関＞ 富山県の指定医療機関に準じます。
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